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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電源からの交流電力を直流電力に変換してＤＣリンクへ出力する順変換器と、
　上アーム及び下アームに設けられた、印加されるゲート電圧の大きさに応じて導通可能
な電流量が変わる半導体スイッチング素子である各パワー素子が、印加されたゲート電圧
に応じてオンオフ制御されることで、前記ＤＣリンクの直流電力をモータを駆動するため
の交流電力に変換して出力する逆変換器と、
　前記ＤＣリンクに設けられるコンデンサと、
　交流電源と前記順変換器との間の電路を開閉する遮断回路と、
　前記逆変換器内の前記パワー素子のうちの、導通可能となるようなゲート電圧が印加さ
れた検知対象パワー素子に、直流電力が蓄積された前記コンデンサを供給源とする定電流
が流れるよう制御する定電流制御部と、
　前記検知対象パワー素子に定電流が流れている期間中における前記検知対象パワー素子
のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態に基づいて、前記検知対象パワー素子の異常を
検知する異常検知部と、
を備える、モータ駆動装置。
【請求項２】
　前記定電流制御部は、
　前記遮断回路に対し、交流電源から前記順変換器への交流電力の供給の遮断を指令する
遮断指令部と、
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　前記逆変換器からモータへ流れる電流を検出する電流検出部と、
　前記遮断指令部の指令により前記遮断回路が交流電源から前記順変換器への交流電力の
供給を遮断している期間中、直流電力が蓄積された前記コンデンサを供給源として前記検
知対象パワー素子に前記定電流が流れるよう、前記電流検出部が検出した電流に基づいて
、前記検知対象パワー素子が設けられた相及びアームとは異なる相及びアームに設けられ
たパワー素子に印加されるゲート電圧を調整するゲート電圧調整部と、
を有する、請求項１に記載のモータ駆動装置。
【請求項３】
　前記ゲート電圧調整部は、ゲート電圧が調整されるパワー素子を、前記検知対象パワー
素子が設けられた相及びアームとは異なる相及びアームに設けられたパワー素子の中で、
定期的に切り替える、請求項２に記載のモータ駆動装置。
【請求項４】
　前記異常検知部は、
　前記パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧を検出する電圧検出部と、
　前記検知対象パワー素子に前記定電流が流れている期間中に前記電圧検出部が検出した
前記検知対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態を記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された、前記電圧検出部が検出した前記検知対象パワー素子のコレク
タ－エミッタ間の電圧の変化状態と、当該電圧の変化状態が検出された期間よりも以前で
ある前記定電流が流れている期間中に前記電圧検出部が検出した前記検知対象パワー素子
のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態との相違量が、所定の閾値を超えた場合、前記
検知対象パワー素子に異常が発生したと判定する判定部と、
を有する、請求項１～３のいずれか一項に記載のモータ駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワー素子の異常検知機能を備えたモータ駆動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　工作機械、鍛圧機械、射出成形機、産業機械、あるいは各種ロボット内のモータを駆動
するモータ駆動装置においては、交流電源から供給された交流電力を順変換器にて直流電
力に一旦変換したのちさらに逆変換器にて交流電力に変換し、この交流電力を駆動軸ごと
に設けられたモータの駆動電力として用いている。逆変換器は、パワー素子（半導体スイ
ッチング素子）およびこれに逆並列に接続されたダイオードを有するスイッチ部のブリッ
ジ回路からなり、パワー素子がオンオフ駆動されることで直流電力を交流電力に変換して
出力する。
【０００３】
　パワー素子が導通すると発熱するが、過度の発熱はパワー素子の破壊といった異常をも
たらす。発熱によるパワー素子の異常を検知するためには温度センサが必要であるが、温
度センサをパワー素子の半導体チップ上に直接設置することは難しい。
【０００４】
　温度センサを別途設置せずにパワー素子の温度を検出するものとして、例えば、ベース
端子、コレクタ端子、エミッタ端子を有し、前記ベース端子とエミッタ端子の間にはｐｎ
接合によるダイオードを有する電流制御型半導体素子と、前記ベース端子に印加される制
御信号がオフのときに、前記ベース端子に前記電流制御型素子が通常のオン状態となるベ
ース電流よりも小さな一定のベース電流を流す第１の手段と、前記通常のオン状態となる
ベース電流よりも小さな一定のベース電流を流している状態における前記電流制御型素子
のベース・エミッタ間順方向電圧に基づいて前記電流制御型素子の温度を検出する第２の
手段と、を備え、電流制御型素子のオフ状態時における前記ｐｎ接合によるダイオードの
順方向電圧の温度依存性を用いて温度検出を行なうことを特徴とするオンチップ温度検出
装置が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２８９８５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　モータ駆動装置の一構成要素である逆変換器内には、パワー素子が複数設けられる。ま
た、工作機械、鍛圧機械、射出成形機、産業機械、あるいは各種ロボット内などにおいて
は、モータ駆動装置が複数設けられることから、非常に多くのパワー素子が存在すること
になる。しかしながら、多数のパワー素子の半導体チップそれぞれについて温度センサを
設置することは、モータ駆動装置のコストが増大し大型化する問題がある。また、そもそ
も温度センサをパワー素子の半導体チップ上に直接設置することは難しく、仮に温度セン
サをパワー素子の半導体チップから離れた位置（例えばパワー素子を収容するケース上な
ど）に設置したとしても、パワー素子の温度を正確に測定することはできない。モータ駆
動装置内の逆変換器内のパワー素子の発熱を正確に検知できなければ、パワー素子の交換
のタイミングを逸して作業効率が低下したり深刻な事故の発生を招きかねない。これとは
逆に、まだ熱破壊されていないパワー素子を不必要に早く交換してしまう事態にもなりか
ねない。したがって、モータ駆動装置においては、パワー素子の発熱による異常を正確に
検知することができる低コストの技術が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の一態様は、モータ駆動装置は、交流電源からの交流電力を直流電力に変換して
ＤＣリンクへ出力する順変換器と、上アーム及び下アームに設けられた各パワー素子が、
印加されたゲート電圧に応じてオンオフ制御されることで、ＤＣリンクの直流電力をモー
タを駆動するための交流電力に変換して出力する逆変換器と、ＤＣリンクに設けられるコ
ンデンサと、交流電源と順変換器との間の電路を開閉する遮断回路と、逆変換器内のパワ
ー素子のうちの検知対象パワー素子に、直流電力が蓄積されたコンデンサを供給源とする
定電流が流れるよう制御する定電流制御部と、検知対象パワー素子に定電流が流れている
期間中における検知対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態に基づいて
、検知対象パワー素子の異常を検知する異常検知部と、を備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、パワー素子の発熱による異常を正確に検知することができる低コスト
のモータ駆動装置を実現することができる。また、モータ駆動装置のユーザは、異常検知
部の検知結果に基づいて、パワー素子に実際に異常が発生する前、近いうちにパワー素子
に異常が発生する恐れがあるということを知ることができる。この結果、パワー素子が稼
働不能になる前にパワー素子を交換することができ、パワー素子の交換のタイミングを逸
することなく、パワー素子の故障や深刻な事故の発生を未然に防ぐことができる。このよ
うにパワー素子の交換を適切な時期に行うことができるようになることで、不要な設計マ
ージンを削ることができるとともに、パワー素子の在庫を減らすこともできる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態によるモータ駆動装置を示す図である。
【図２】一実施形態によるモータ駆動装置における定電流制御部の動作例を説明する回路
図である。
【図３】パワー素子のゲート電圧とコレクタ－エミッタ間の電圧とコレクタ電流との関係
を例示する図である。
【図４】一実施形態によるモータ駆動装置における異常検知部内の電圧検出部の動作を説
明する図である。
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【図５】検知対象パワー素子に定電流を流したときの検知対象パワー素子内部の温度とコ
レクタ－エミッタ間の電圧との関係を例示する図である。
【図６】一実施形態によるモータ駆動装置における異常検知部による異常検知処理を説明
する図であって、（Ａ）は検知対象パワー素子に流れる電流を例示し、（Ｂ）は検知対象
パワー素子内部の温度を例示し、（Ｃ）は検知対象パワー素子内部のコレクタ－エミッタ
間の電圧を例示する図である。
【図７】一実施形態によるモータ駆動装置の動作フローを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下図面を参照して、パワー素子の異常検知機能を備えたモータ駆動装置について説明
する。各図面において、同様の部材には同様の参照符号が付けられている。また、異なる
図面において同じ参照符号が付されたものは同じ機能を有する構成要素であることを意味
するものとする。また、理解を容易にするために、これらの図面は縮尺を適宜変更してい
る。
【００１１】
　図１は、一実施形態によるモータ駆動装置を示す図である。ここでは、一例として、交
流電源３を三相とし、モータ駆動装置１により三相交流のモータ２を制御する場合につい
て説明する。ただし、相数は本発明を特に限定するものではなく、例えば単相であっても
よい。また、モータ２の種類についても本発明を特に限定するものではなく、例えば誘導
モータであっても同期モータであってもよい。
【００１２】
　一実施形態によるサーボモータ駆動装置１を説明するに先立ち、モータ２に対する駆動
制御を実行するモータ制御部１７について説明する。モータ駆動装置１は、一般的なサー
ボモータ駆動装置と同様、モータ制御部１７及び速度検出部１８を備え、ＤＣリンクの直
流電力とモータ２の駆動電力もしくは回生電力である交流電力との間で電力変換を行う逆
変換器１２を制御する。モータ制御部１７は、速度検出部１８によって検出されたモータ
２の（回転子の）速度（速度フィードバック）、モータ２の巻線に流れる電流（電流フィ
ードバック）、所定のトルク指令、及びモータ２の動作プログラムなどに基づいて、モー
タ２の速度、トルク、もしくは回転子の位置を制御するためのスイッチング指令を生成す
る。モータ制御部１７によって作成されたスイッチング指令に基づいて、逆変換器１２に
よる電力変換動作が制御される。
【００１３】
　図１に示すように、一実施形態によるモータ駆動装置１は、順変換器１１と、逆変換器
１２と、コンデンサ１３と、遮断回路１４と、定電流制御部１５と、異常検知部１６とを
備える。
【００１４】
　順変換器１１は、交流電源３からの交流電力を直流電力に変換してＤＣリンクへ出力す
る。図１に示す例では、交流電源３を三相としたので、順変換器１１は、三相の整流回路
として構成される。順変換器１１の例としては、ダイオード整流回路、１２０度通電型整
流回路、あるいは内部にパワー素子（半導体スイッチング素子）を備えるＰＷＭスイッチ
ング制御方式の整流回路などがある。
【００１５】
　順変換器１１の直流出力側と逆変換器１２の直流入力側とを接続するＤＣリンクには、
コンデンサ１３が設けられる。コンデンサ１３は、一般にＤＣリンクコンデンサや平滑コ
ンデンサと称されるものであり、ＤＣリンクにおいて直流電力を蓄積する機能及び順変換
器１１の直流出力の脈動分を抑える機能を有する。
【００１６】
　逆変換器１２は、上アーム及び下アームに設けられた各パワー素子が、印加されたゲー
ト電圧に応じてオンオフ制御されることで、ＤＣリンクの直流電力をモータ２を駆動する
ための交流電力に変換して出力する。逆変換器１２は、パワー素子及びこれに逆並列に接
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続されたダイオードのブリッジ回路からなる。パワー素子は、例えばＰＷＭスイッチング
制御方式に基づいて作成されたゲート電圧が印加されてオンオフ制御される。なお、図１
に示す例では、逆変換器１２は、モータ２を三相交流モータとしたので三相インバータと
して構成されるが、単相交流モータである場合は単相インバータとして構成される。
【００１７】
　逆変換器１２内でブリッジ回路を構成するパワー素子は、印加されるゲート電圧の大き
さに応じて、導通可能な電流量が変わる半導体スイッチング素子であり、その例としては
、ＦＥＴなどのユニポーラトランジスタ、バイポーラトランジスタ、ＩＧＢＴ、サイリス
タ、ＧＴＯなどがある。ＦＥＴなどのユニポーラトランジスタはその端子としてゲート、
ドレイン及びソースを有し、バイポーラトランジスタはその端子としてベース、エミッタ
及びコレクタを有し、ＩＧＢＴはその端子としてゲート、エミッタ及びコレクタを有し、
サイリスタ及びＧＴＯはその端子としてゲート、アノード及びカソードを有する。なお、
印加される「ゲート電圧」に応じて導通可能な電流量が変わるパワー素子をとして、バイ
ポーラトランジスタを用いる場合は、「ゲート電圧」は「ベース電圧」に読み替えられて
、本開示による態様が適用される。これと同様に、用いられるパワー素子に応じて、「ド
レイン」及び「ソース」または「アノード」及び「カソード」は、「エミッタ」及び「コ
レクタ」に読み替えられて、本開示による態様が適用される。
【００１８】
　モータ２に対する通常の運転モードでは、逆変換器１２は、モータ制御部１７から受信
したスイッチング指令に基づき内部のパワー素子をスイッチング動作させ、ＤＣリンクを
介して順変換器１１から供給される直流電力を、モータ２を駆動するための所望の電圧及
び所望の周波数の交流電力に変換する（逆変換動作）。これにより、モータ２は、供給さ
れた電圧可変及び周波数可変の交流電力に基づいて動作することになる。同じく通常の運
転モードにおいては、モータ２の減速時に回生電力が発生したとき、モータ制御部１７か
ら受信したスイッチング指令に基づき内部のパワー素子をスイッチング動作させ、モータ
２で発生した交流の回生電力を直流電力へ変換してＤＣリンクへ戻す（順変換動作）。ま
た、詳細については後述するが、通常の運転モードではなく、パワー素子の異常を検知す
るためのモード（以下、「診断モード」と称する。）においては、逆変換器１２は、定電
流制御部１５により、検知対象パワー素子に微小な定電流が流れるよう制御される。なお
、図１では、診断モードにおける定電流制御部１５による定電流制御が、モータ制御部１
７を経由して行われる例を示したが、逆変換器１２に対して直接に制御を行ってもよい。
【００１９】
　遮断回路１４は、後述する遮断指令部２１から受信した指令に応じて、交流電源３と順
変換器１１との間の電路を開閉する。遮断回路１４の例としては、電磁接触器やリレーな
どがある。モータ２に対する通常の運転モードにおいては、一般的なサーボモータ駆動装
置と同様、交流電源３と順変換器１１との間の電路において過電流が発生した場合に、遮
断指令部２１から受信した指令に応じて、交流電源３と順変換器１１との間の電路を開路
し、交流電源３から順変換器１１への交流電力の供給を遮断する。診断モード時における
遮断回路１４の動作については後述する。
【００２０】
　検知対象パワー素子の異常検知処理を実行する場合は、通常の運転モードから診断モー
ドに切り替えられる。定電流制御部１５及び異常検知部１６は、主として診断モードにお
いて動作する。なお、運転モードから診断モードへの切替えは、例えば、モータ駆動装置
１に接続された数値制御装置の操作端末に対する特定のキー操作や、モータ駆動装置１に
設けられた操作ボタンの押下操作などにより行われる。
【００２１】
　この診断モードでは、定電流制御部１５は検知対象パワー素子に定電流を流し、異常検
知部１６は検知対象パワー素子の異常の発生の有無を判定する。検知対象パワー素子は、
逆変換器１２内に複数存在するパワー素子の中から選択されるが、定電流制御部１５及び
異常検知部１６による処理は、選択された検知対象パワー素子ごとに実行される。例えば
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、診断モード中において、複数のパワー素子の中から検知対象パワー素子を順次選択し、
全ての検知対象パワー素子にについて定電流制御部１５及び異常検知部１６による処理を
順次実行してもよい。この場合、複数のパワー素子の中から検知対象パワー素子を選択す
る処理並びに定電流制御部１５及び異常検知部１６による一連の処理は、例えばソフトウ
ェアプログラムに従って自動的に実行される。また例えば、複数のパワー素子の中から検
知対象パワー素子をピンポイントで選択して定電流制御部１５及び異常検知部１６による
処理を実行してもよい。この場合、複数のパワー素子のうちどれを検知対象パワー素子と
して選択するかについては、モータ駆動装置１に接続された数値制御装置の操作端末に対
する特定のキー操作や、モータ駆動装置１に設けられた操作ボタンの押下操作などにより
行われればよい。
【００２２】
　定電流制御部１５は、逆変換器１２内のパワー素子のうちの検知対象パワー素子に、直
流電力が蓄積されたコンデンサ１３を供給源とする定電流が流れるよう制御する。詳細に
ついては後述するが、診断モードにおいて、異常検知部１６は、定電流が流れている検知
対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態に基づいて、検知対象パワー素
子の異常を検知するが、定電流制御部１５はこの定電流を生成・制御するためのものであ
る。診断モード時に検知対象パワー素子に流す定電流は、通常の運転モード時にパワー素
子に流れる電流に比べて微小でよい。
【００２３】
　より詳細には、定電流制御部１５は、遮断指令部２１と、電流検出部２２と、ゲート電
圧調整部２３とを有する。
【００２４】
　遮断指令部２１は、遮断回路１４に対し、交流電源３と順変換器１１との間の電路を開
路または閉成する指令を行う。パワー素子の異常を検知する診断モードにおいては、遮断
指令部２１は、交流電源３から順変換器１１への交流電力の供給を遮断するために、遮断
回路１４に対し、交流電源３と順変換器１１との間の電路を開路する指令を行う。なお、
上述の通り、モータ２に対する通常の運転モードにおいては、遮断指令部２１は、一般的
なサーボモータ駆動装置と同様、交流電源３と順変換器１１との間の電路において過電流
が発生した場合は、遮断回路１４に対し、交流電源３と順変換器１１との間の電路を開路
する指令を行う。
【００２５】
　電流検出部２２は、逆変換器１２からモータ２へ流れる電流を検出する。なお、電流検
出部２２については、モータ制御部１７が逆変換器１２を制御する際に用いられる逆変換
器１２からモータ２へ流れる電流を検出するための電流検出部と共用してもよい。
【００２６】
　ゲート電圧調整部２３は、遮断指令部２１の指令により遮断回路１４が交流電源３から
順変換器１１への交流電力の供給を遮断している期間中（すなわち診断モード中）、直流
電力が蓄積されたコンデンサ１３を供給源として検知対象パワー素子に定電流が流れるよ
う、電流検出部２２が検出した電流に基づいて、検知対象パワー素子が設けられた相及び
アームとは異なる相及びアームに設けられたパワー素子（以下、「ゲート電圧調整対象パ
ワー素子」と称する。）に印加されるゲート電圧を調整する。また、診断モードにおいて
は、検知対象パワー素子は、電流（すなわち直流電力が蓄積されたコンデンサ１３を供給
源とする定電流）が流れるようにしておく必要があるので、ゲート電圧調整部２３は、検
知対象パワー素子については、導通可能となるようなゲート電圧を印加しておく。
【００２７】
　遮断指令部２１、電流検出部２２、及びゲート電圧調整部２３を有する定電流制御部１
５による定電流制御処理の詳細については後述する。
【００２８】
　異常検知部１６は、検知対象パワー素子に定電流が流れている期間中（すなわち診断モ
ード中）における検知対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態に基づい
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て、検知対象パワー素子の異常を検知する。
【００２９】
　より詳細には、異常検知部１６は、電圧検出部３１と、記憶部３２と、判定部３３とを
有する。
【００３０】
　電圧検出部３１は、各パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧を検出する。特に、電
圧検出部３１が検出した複数のパワー素子のうちの検知対象パワー素子のコレクタ－エミ
ッタ間の電圧は、記憶部３２に記憶され、判定部３３の判定処理に用いられる。
【００３１】
　記憶部３２は、検知対象パワー素子に定電流が流れている期間中（すなわち診断モード
中）に電圧検出部３１が検出した検知対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変
化状態を記憶する。後述するように、検知対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧
はパワー素子内部の温度に比例するので、診断モード中において、時間の経過につれてパ
ワー素子内部の温度が徐々に低下すると電圧検出部３１が検出した検知対象パワー素子の
コレクタ－エミッタ間の電圧も徐々に減少していく。記憶部３２は、この検知対象パワー
素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態（すなわち電圧の減少傾向の推移）を、時
間を追って記憶していく。記憶部３２は、例えば、例えばＥＥＰＲＯＭ（登録商標）など
のような電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリ、または、例えばＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ
などのような高速で読み書きのできるランダムアクセスメモリによって構成される。また
あるいは、記憶部３２は、モータ駆動装置１が通常の運転モードにおいてモータ２を駆動
する際に用いられる記憶装置の一部の領域に設けられてもよい。
【００３２】
　判定部３３は、記憶部３２に記憶された、電圧検出部３１が検出した検知対象パワー素
子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態と、当該電圧の変化状態が検出された期間よ
りも以前である定電流が流れている期間中（すなわち、当該電圧の変化状態が検出された
診断モードよりも以前の診断モード）に電圧検出部３１が検出した検知対象パワー素子の
コレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態との相違量が、所定の閾値を超えた場合、検知対
象パワー素子に異常が発生したと判定する。ここで、上記「当該電圧の変化状態が検出さ
れた診断モードよりも以前の診断モード」は、逆変換器１２が新品（すなわちパワー素子
も新品）に近い状態のときに実行された診断モードであることが好ましい。すなわち、新
品状態の逆変換器１２の各パワー素子について異常検知部１６による処理を実行し、各パ
ワー素子について電圧検出部３１が検出したコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態を、
初期情報として記憶部３２に予め記憶しておく。そして、その後の診断モードにおいては
、異常判定部３３は、記憶部３２に記憶された電圧検出部３１が検出した検知対象パワー
素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態と、初期情報として記憶された検知対象パ
ワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態とを比較し、比較の結果得られた相違
量が、所定の閾値を超えた場合、検知対象パワー素子に異常が発生したと判定する。
【００３３】
　なお、判定部３３による判定結果は、モータ駆動装置１のユーザに報知される。ユーザ
に対する報知の手段の例としては、パソコン、携帯端末、タッチパネルなどのディスプレ
イやモータ駆動装置１内に設けられる数値制御装置（図示せず）に付属のディスプレイな
どがあり、「パワー素子に異常が発生した」または「パワー素子は正常」といった判定結
果を例えば文字や絵柄でディスプレイに表示する。また例えば、報知の手段を、音声、ス
ピーカ、ブザー、チャイムなどのような音を発する音響機器にて実現してもよい。またあ
るいは、プリンタを用いて紙面等にプリントアウトして表示させる形態をとってもよい。
またあるいは、これらを適宜組み合わせて実現してもよい。
【００３４】
　続いて、遮断指令部２１、電流検出部２２及びゲート電圧調整部２３を有する定電流制
御部１５による定電流制御処理の詳細について、図２及び図３を参照して説明する。
【００３５】
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　図２は、一実施形態によるモータ駆動装置における定電流制御部の動作例を説明する回
路図である。図２において、モータ駆動装置１についての逆変換器１２及びコンデンサ１
３以外の構成要素については図示を省略している。また、図３は、パワー素子のゲート電
圧とコレクタ－エミッタ間の電圧とコレクタ電流との関係を例示する図である。
【００３６】
　図２に示す逆変換器１２は、三相フルブリッジインバータとして構成される。Ｒ相の上
アームのパワー素子をＳＷRU、Ｒ相の下アームのパワー素子をＳＷRL、Ｓ相の上アームの
パワー素子をＳＷSU、Ｓ相の下アームのパワー素子をＳＷSL、Ｔ相の上アームのパワー素
子をＳＷTU、Ｔ相の下アームのパワー素子をＳＷTLで表す。各パワー素子にはダイオード
が逆並列に接続される。複数のパワー素子のうち検査対象パワー素子をＲ相の上アームの
パワー素子ＳＷRUとした場合、次のように定電流制御処理を行う。
【００３７】
　印加されるゲート電圧の大きさに応じて、導通可能な電流量が変わる半導体スイッチン
グ素子であるパワー素子は、図３に示すような電圧－電流特性を有する。なお、図３に示
す数値はあくまでも一例であり、実際には個々のパワー素子に固有の値を有する。また、
図３では、一例としてゲート電圧ＶGを５Ｖ、１０Ｖ、１５Ｖ、２０Ｖ、２５Ｖといった
ように離散的に示したが、当然のことながらゲート電圧ＶGはこれら離散的な数値のみに
限定されるわけではなく、それ以外の値例えば５Ｖ～１０Ｖの間の値もゲート電圧ＶGと
してとり得る値である。図３に示すように、例えば、パワー素子に５Ｖのゲート電圧ＶG

を印加した場合、コレクタ－エミッタ間の電圧ＶCEが０Ｖ～約２Ｖの間は、コレクタ－エ
ミッタ間の電圧ＶCEが増加するにつれコレクタ電流ＩCは増加するが、コレクタ－エミッ
タ間の電圧ＶCEが約２Ｖを超えると、コレクタ電流ＩCは飽和し、約２５Ａの定電流とな
る。例えば、パワー素子に１０Ｖのゲート電圧ＶGを印加した場合、コレクタ－エミッタ
間の電圧ＶCEが０Ｖ～約４Ｖの間は、コレクタ－エミッタ間の電圧ＶCEが増加するにつれ
コレクタ電流ＩCは増加するが、コレクタ－エミッタ間の電圧ＶCEが約４Ｖを超えると、
コレクタ電流ＩCは飽和し、約９０Ａの定電流となる。また例えば、パワー素子に１５Ｖ
のゲート電圧ＶGを印加した場合は、コレクタ－エミッタ間の電圧ＶCEが０～約５Ｖの間
であってもコレクタ電流ＩCは増加傾向にある。このように、パワー素子は、印加される
ゲート電圧ＶGの大きさ及びコレクタ－エミッタ間の電圧ＶCEに応じてコレクタ電流ＩCの
電流量が変わる特性を有する。そこで、本開示の一態様では、ゲート電圧調整部２３は、
このパワー素子の特性を利用して、検知対象パワー素子に定電流が流れるように調整する
。
【００３８】
　直流電力が蓄積されたコンデンサ１３を供給源（発生源）とする定電流は、次のように
して生成される。
【００３９】
　モータ２に対する通常の運転モードでは、逆変換器１２は、ＤＣリンクを介して順変換
器１１から供給される直流電力を、モータ２を駆動するための所望の電圧及び所望の周波
数の交流電力に変換するが、このときＤＣリンクに設けられたコンデンサ１３には直流電
力が蓄積されている。通常の運転モードから診断モードに切り替えられると、遮断指令部
２１は、遮断回路１４に対し、交流電源３と順変換器１１との間の電路の開路を指令し、
交流電源３から順変換器１１への交流電力の供給が遮断される。これにより、コンデンサ
１３には、直流電力が蓄積された状態となる。そして、ゲート電圧調整部２３により、検
知対象パワー素子が設けられたＳ相の上アームとは異なる相及びアームに設けられたゲー
ト電圧調整対象パワー素子に印加されるゲート電圧を調整することで、ゲート電圧調整対
象パワー素子、検知対象パワー素子、モータ２及びコンデンサ１３からなる電流経路が構
成されるようにする。直流電力が蓄積されたコンデンサ１３が供給源となり、この電流経
路を定電流が流れる。
【００４０】
　図２（Ａ）は、検知対象パワー素子ＳＷRUが設けられたＳ相とは異なる相としてＴ相に
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設けられ、かつ、検知対象パワー素子ＳＷRUが設けられた上アームとは異なるアームとし
て下アームに設けられたパワー素子ＳＷTLをゲート電圧調整対象パワー素子とした例を示
している。また、図２（Ｂ）に示すように、検知対象パワー素子ＳＷRUが設けられたＳ相
とは異なる相としてＳ相に設けられ、かつ、検知対象パワー素子ＳＷRUが設けられた上ア
ームとは異なるアームとして下アームに設けられたパワー素子ＳＷSLも、ゲート電圧調整
対象パワー素子となり得る。このように、１つの検知対象パワー素子について、ゲート電
圧調整対象パワー素子は２つ存在する。ゲート電圧調整対象パワー素子はこれら２つのう
ちの少なくとも一方であればよい。
【００４１】
　定電流の大きさは、ゲート電圧調整部２３による次のような処理によって制御される。
【００４２】
　図２（Ａ）に示すように、ゲート電圧調整部２３は、検知対象パワー素子ＳＷRUに対し
て導通可能となるようなゲート電圧を印加しかつパワー素子ＳＷTLに対してゲート電圧を
調整する場合、図中太線の点線に示されるような、コンデンサ１３、検知対象パワー素子
ＳＷRU、モータ２のＲ相端子、モータ２のＴ相端子、及びゲート電圧調整対象パワー素子
ＳＷTLからなる電流経路が構成される。この結果、検知対象パワー素子ＳＷRU及びゲート
電圧調整対象パワー素子ＳＷTLには、直流電力が蓄積されたコンデンサ１３を供給源（発
生源）とした電流が流れる。検知対象パワー素子ＳＷRU及びゲート電圧調整対象パワー素
子ＳＷTLに流れる電流は、電流検出部２２によって検出される。そこで、ゲート電圧調整
部２３は、電流検出部２２により検出される電流が定電流となるように、ゲート電圧を調
整する。
【００４３】
　例えば、図２（Ａ）に示されるような電流経路が構成されている診断モードにおいて、
パワー素子ＳＷTLの電圧－電流特性が図３のように示されたものである場合を考える。検
知対象パワー素子ＳＷRUのコレクタ電流ＩCとして例えば２５Ａの定電流を流そうとする
場合、検知対象パワー素子ＳＷRUのコレクタ－エミッタ間の電圧ＶCEが３Ｖのときはゲー
ト電圧調整対象パワー素子ＳＷTLには５Ｖのゲート電圧ＶGを印加すればよい。しかしな
がら、診断モードでは遮断回路１４により順変換器１１からの直流電力の供給が遮断され
ているので、時間の経過とともにコンデンサ１３は放電し、コンデンサ１３に蓄積された
直流電力（換言すれば電荷）は徐々に減少してコンデンサ１３の両端電圧が徐々に低下し
、これによって検知対象パワー素子ＳＷRUのコレクタ－エミッタ間の電圧ＶCEも徐々に低
下する。例えば、検知対象パワー素子ＳＷRUのコレクタ－エミッタ間の電圧が１．４Ｖま
で低下すると、ゲート電圧調整対象パワー素子ＳＷTLに印加されるゲート電圧ＶGが５Ｖ
のままでは、検知対象パワー素子ＳＷRUのコレクタ電流ＩCを２５Ａの定電流に維持する
ことができない。そこで、ゲート電圧調整部２３は、ゲート電圧調整対象パワー素子ＳＷ

TLに印加されるゲート電圧ＶGを１０Ｖに上げる調整を行う。検知対象パワー素子ＳＷRU

のコレクタ電流ＩCが飽和状態にある間は、ゲート電圧調整部２３はそのときのゲート電
圧調整対象パワー素子ＳＷTLのゲート電圧を維持することになるが、検知対象パワー素子
ＳＷRUのコレクタ電流ＩCが飽和状態から外れると、ゲート電圧調整部２３はゲート電圧
調整対象パワー素子ＳＷTLのゲート電圧を上げる調整を行う。ここでは、図２（Ａ）に示
すようなゲート電圧が調整されるパワー素子をＳＷTLとした例について説明したが、図２
（Ｂ）に示すように、ゲート電圧が調整されるパワー素子をＳＷSLとした場合も同様の調
整が行われる。すなわち、検知対象パワー素子ＳＷRUに対し、ゲート電圧調整対象パワー
素子がＳＷTL及びＳＷSLいずれの場合であっても、ゲート電圧調整部２３による調整処理
内容に相違はない。
【００４４】
　以上説明したように、診断モードでは、時間の経過とともに、コンデンサ１３の両端電
圧の低下に伴い検知対象パワー素子ＳＷRUのコレクタ－エミッタ間の電圧ＶCEが低下する
ので、検知対象パワー素子ＳＷRUに流れるコレクタ電流ＩCを維持するために、ゲート電
圧調整部２３は、電流検出部２２により検出される電流を監視し、この電流が定電流とな
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るように、ゲート電圧調整対象パワー素子ＳＷTLのゲート電圧を、「維持する」か「上げ
る」といった調整を行う。なお、上述した通り、ゲート電圧調整対象パワー素子はこれら
２つのうちの少なくとも一方であればよいが、この変形例として、ゲート電圧調整部２３
は、ゲート電圧調整対象パワー素子を、検知対象パワー素子が設けられた相及びアームと
は異なる相及びアームに設けられた２つのパワー素子の中で、定期的に切り替えてもよい
。この場合、診断モード中のゲート電圧調整対象パワー素子自体の発熱も抑制することが
できる利点がある。
【００４５】
　続いて、電圧検出部３１、記憶部３２及び判定部３３を有する異常検知部１６による異
常検知処理の詳細について、図４～図６を参照して説明する。
【００４６】
　図４は、一実施形態によるモータ駆動装置における異常検知部内の電圧検出部の動作を
説明する図である。電圧検出部３１は、診断モードにおいて、定電流が流れている検知対
象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧を検出する。
【００４７】
　図５は、検知対象パワー素子に定電流を流したときの検知対象パワー素子内部の温度と
コレクタ－エミッタ間の電圧との関係を例示する図である。診断モードにおいて定電流が
流れる検知対象パワー素子の温度は、時間の経過と共に低下し、これに伴い、検知対象パ
ワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧も低下していく。
【００４８】
　一般に、パワー素子の内部の温度とコレクタ－エミッタ間の電圧とは、「Ｋファクタ（
Ｋ　ｆａｃｔｏｒ）」を比例係数とした比例関係にある。これを式１に示す。
【００４９】
　パワー素子内部の温度［℃］＝Ｋファクタ［℃／Ｖ］×パワー素子のコレクタ－エミッ
タ間の電圧［Ｖ］　　・・・（１）
【００５０】
　式１を変形すると式２が得られる。
【００５１】
　パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧［Ｖ］＝パワー素子内部の温度［℃］／Ｋフ
ァクタ［℃／Ｖ］　　・・・（２）
【００５２】
　式２から分かるように、パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧は、Ｋファクタの逆
数を比例係数として、パワー素子内部の温度に比例する。つまり、時間の経過につれてパ
ワー素子内部の温度が徐々に低下すると、パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧も徐
々に減少していく。診断モード中における検知対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の
電圧の減少傾向は、検知対象パワー素子に異常がなければ（すなわち熱破壊されていなけ
れば）、異なる時期に実行された診断モードでもほぼ同じであると考えられる。しかし、
検知対象パワー素子に異常があると、異なる時期に実行された診断モード間で、検知対象
パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の減少傾向に相違が生じる。そこで、本開示の
一態様では、異常検知部１６は、検知対象パワー素子に定電流が流れているときの検知対
象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態（電圧の減少傾向の推移）を観察
し、観察した電圧の変化状態を、過去の電圧の変化状態と比較することで、検知対象パワ
ー素子の異常を検知する。具体例を挙げると次の通りである。
【００５３】
　図６は、一実施形態によるモータ駆動装置における異常検知部による異常検知処理を説
明する図であって、（Ａ）は検知対象パワー素子に流れる電流を例示し、（Ｂ）は検知対
象パワー素子内部の温度を例示し、（Ｃ）は検知対象パワー素子内部のコレクタ－エミッ
タ間の電圧を例示する図である。図６では一例として、時刻０から時刻ｔ1までを通常の
運転モードとし、時刻ｔ1から時刻ｔ2までを診断モードとしている。通常の運転モードで
は、パワー素子（検知対象パワー素子）に電流が流れてその温度が上昇し（図６（Ｂ））
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、この温度に比例するパワー素子（検知対象パワー素子）のコレクタ－エミッタ間の電圧
も上昇する（図６（Ｃ））。時刻ｔ1で診断モードに切り替えると、定電流制御部１５の
制御により、順変換器１１からの直流電力の供給が遮断され、かつ、直流電力が蓄積され
たコンデンサ１３を供給源とする定電流が検知対象パワー素子に流れる。診断モードにお
いて検知対象パワー素子に流れる定電流は通常の運転モードにおける電流に比べて微小で
あるので、診断モード中は検知対象パワー素子内部の温度は低下し（図６（Ｂ））、この
温度に比例するパワー素子（検知対象パワー素子）のコレクタ－エミッタ間の電圧も、温
度の同様の傾向にて低下する（図６（Ｃ））。診断モード中における検知対象パワー素子
のコレクタ－エミッタ間の電圧の減少傾向は、検知対象パワー素子に異常がなければ、異
なる時期に実行された診断モードでもほぼ同じであると考えられる。しかし、検知対象パ
ワー素子に異常があると、異なる時期に実行された診断モード間で、検知対象パワー素子
のコレクタ－エミッタ間の電圧の減少傾向に相違が発生する、図６（Ｂ）では、検知対象
パワー素子の異常に起因する温度の変化状態についての、異なる時期に実行された診断モ
ードで発生した相違部分を点線で示し、図６（Ｃ）では、検知対象パワー素子の異常に起
因する電圧の変化状態についての、異なる時期に実行された診断モードで発生した相違部
分を点線で示している。本開示の一態様では、異常検知部１６は、この相違量に基づいて
、検知対象パワー素子の異常を検知する。
【００５４】
　以上説明したように、異常検知部１６では、ある診断モード中において検知対象パワー
素子に定電流が流れているときの検知対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変
化状態（電圧の減少傾向の推移）を時間を追って観察し、これを記憶部３２に記憶する。
そして、異常検知部１６内の判定部３３は、記憶部３２に記憶された、診断モード中に電
圧検出部３１が検出した検知対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態と
、当該電圧の変化状態が検出された期間よりも以前である定電流が流れている期間中（す
なわち、当該電圧の変化状態が検出された診断モードよりも以前の診断モード）に電圧検
出部３１が検出した検知対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態と、を
比較しその相違量を計算する。判定部３３は、計算により得られた相違量が、所定の閾値
を超えた場合、検知対象パワー素子に異常が発生したと判定する。
【００５５】
　なお、判定部３３による検知対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態
の相違量に基づいた異常判定処理は、例えば、診断モード期間中の検知対象パワー素子の
コレクタ－エミッタ間の電圧を時間積分して得られた値を用いて行えばよい。すなわち、
記憶部３２に記憶された診断モード中に電圧検出部３１が検出した検知対象パワー素子の
コレクタ－エミッタ間の電圧を時間積分して得られた値と、当該診断モードよりも以前の
診断モード（好ましくは検知対象パワー素子が新品であった時の診断モード）中に電圧検
出部３１が検出した検知対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧を時間積分して得
られた値との差を求め、その差の絶対値を、相違量として用いればよい。この相違量が所
定の閾値を超えた場合、判定部３３は、検知対象パワー素子に異常が発生したと判定する
。またあるいは、相違量として、例えばパワー素子の半導体チップの冷却時の温度時定数
を用いてもよい。
【００５６】
　なお、判定部３３の判定処理に用いられる閾値については、例えば実験によりあるいは
実際の運用によりモータ駆動装置１を動作させ、同一規格品のパワー素子についての使用
環境や熱破壊の発生頻度などのデータを蓄積しておき、この蓄積データに基づいて適宜設
定すればよい。その際、実際に熱破壊が発生した際の電圧検出部３１が検出した検知対象
パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧を時間積分して得られた値と、当該検知対象パ
ワー素子の新品状態のときに電圧検出部３１が検出した検知対象パワー素子のコレクタ－
エミッタ間の電圧を時間積分して得られた値と、の差の絶対値を計算しておき、この絶対
値をよりも小さい値を閾値として設定すればよい。この閾値に用いて判定部３３による判
定処理を行えば、パワー素子が実際に熱破壊してしまう前に（すなわち異常発生前に）、



(12) JP 6426783 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

近いうちにパワー素子に異常が発生する恐れがあることをユーザに知らせることができる
。なお、閾値の設定に際しては、モータ駆動装置１を利用するユーザの経験則や要望がさ
らに考慮されてもよい。
【００５７】
　以上説明した本開示の一態様によるモータ駆動装置１によれば、パワー素子の発熱によ
る異常を正確に検知することができる。また、温度センサを用いないので低コストである
。また、モータ駆動装置１のユーザは、異常検知部１６の検知結果に基づいて、実際にパ
ワー素子に異常が発生する前、「近いうちにパワー素子に異常が発生する恐れがある」と
いうことを知ることができる。この結果、パワー素子が稼働不能になる前にパワー素子を
交換することができ、パワー素子の交換のタイミングを逸することなく、パワー素子の故
障や深刻な事故の発生を未然に防ぐことができる。このようにパワー素子の交換を適切な
時期に行うことができるようになることで、不要な設計マージンを削ることができるとと
もに、パワー素子の在庫を減らすこともできる。
【００５８】
　以上説明した定電流制御部１５、異常検知部１６及びモータ制御部１７は、例えばソフ
トウェアプログラム形式で構築されてもよく、あるいは各種電子回路とソフトウェアプロ
グラムとの組み合わせで構築されてもよい。例えばこれらをソフトウェアプログラム形式
で構築する場合は、このソフトウェアプログラムに従って動作させるためのコンピュータ
を設けたり、モータ駆動装置１に接続される数値制御装置内の演算処理装置にこのソフト
ウェアプログラムを動作させたりすることで、上述の各部の機能を実現することができる
。またあるいは、定電流制御部１５、異常検知部１６及びモータ制御部１７を、各部の機
能を実現するソフトウェアプログラムを書き込んだ半導体集積回路として実現してもよい
。
【００５９】
　また例えば、モータ駆動装置１が複数設けられ、各モータ駆動装置１の制御系が通信ネ
ットワークを介して接続されている場合は、各モータ駆動装置１における異常検知部１６
の判定結果を、クラウドサーバ上で共有してもよい。
【００６０】
　また例えば、モータ駆動装置１を備える工作機械を含む複数の製造セルが、通信ネット
ワークを介して接続されている場合、各モータ駆動装置１における異常検知部１６の判定
結果を、製造セルの上位にあるセルコントローラ、あるいはそのセルコントローラのさら
に上位にある生産管理装置で共有してもよい。
【００６１】
　製造セルは、製品を製造する複数の工作機械をフレキシブルに組合せた集合である。製
造セルは、例えば複数個もしくは複数種類の工作機械により構築されているが、製造セル
における工作機械の個数は限定されない。例えば、製造セルは、あるワークが複数の工作
機械により順次に処理されることによって最終的な製品となる製造ラインでありうる。ま
た例えば、製造セルは、２つ以上の工作機械の各々により処理された２つ以上の工作物（
部品）を製造工程の途中で別の工作機械によって組み合せることにより最終的な工作物（
製品）を完成させる製造ラインであってもよい。また例えば、２つ以上の製造セルにより
処理された２つ以上の工作物を組み合せることにより、最終的な工作物（製品）を完成さ
せてもよい。製造セルとセルコントローラとは、例えばイントラネットなどのような通信
ネットワークを介して通信可能に相互接続される。製造セルは、製品を製造する工場に配
置されている。これに対して、セルコントローラは、製造セルが配置された工場に配置さ
れてもよく、あるいは工場とは異なる建屋に配置されてもよい。例えば、セルコントロー
ラは、製造セルが配置された工場の敷地にある別の建屋に配置されていてもよい。
【００６２】
　また、セルコントローラの上位には生産管理装置が設けられる。生産管理装置は、セル
コントローラと相互通信可能に接続され、セルコントローラに生産計画を指示する。生産
管理装置は、例えば、工場から遠隔地にある事務所に配置されていてもよい。この場合に
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は、セルコントローラと生産管理装置とは、例えばインターネットの通信ネットワークを
介して通信可能に相互接続される。
【００６３】
　このような生産システムにおいて、セルコントローラあるいは生産管理装置に設けられ
たディスプレイ装置に、異常が発生した判定されたパワー素子の識別情報、当該パワー素
子が設けられている逆変換器の識別情報、当該逆変換器を含むモータ駆動装置１の識別情
報、当該モータ駆動装置１を含む製造セルの識別情報などを、表示させてもよい。またあ
るいは、ディスプレイ装置に代えてあるいはディスプレイ装置と共に、音響機器にて警報
音やブザーを発生させてパワー素子の異常検知をユーザに報知してもよい。これにより、
工場で働く作業者や管理者は容易に、パワー素子が実際に熱破壊してしまう前に（すなわ
ち異常発生前に）、近いうちにパワー素子に異常が発生する恐れがあることを知ることが
できる。この結果、パワー素子が稼働不能になる前にパワー素子を交換することができ、
パワー素子の交換のタイミングを逸することなく、パワー素子の故障や深刻な事故の発生
を未然に防ぐことができる。
【００６４】
　図７は、一実施形態によるモータ駆動装置の動作フローを示すフローチャートである。
【００６５】
　ステップＳ１０１において、新品状態の逆変換器１２の各パワー素子について異常検知
部１６による処理を実行し、各パワー素子について電圧検出部３１が検出したコレクタ－
エミッタ間の電圧の変化状態を、初期情報として記憶部３２に記憶する。
【００６６】
　Ｓ１０２において、モータ駆動装置１によるモータ２の通常の駆動を停止し、運転モー
ドから診断モードに切り替える。ステップＳ１０２以降、モータ駆動装置１は診断モード
に入る。運転モードから診断モードへの切替えは、例えば、モータ駆動装置１に接続され
た数値制御装置の操作端末に対する特定のキー操作や、モータ駆動装置１に設けられた操
作ボタンの押下操作などにより行われる。
【００６７】
　ステップＳ１０３において、遮断指令部２１は、遮断回路１４に対し、交流電源３と順
変換器１１との間の電路を開路する指令を行う。これにより、交流電源３から順変換器１
１への交流電力の供給が遮断される。
【００６８】
　次いで、ステップＳ１０４において、ゲート電圧調整部２３は、検知対象パワー素子に
ついては、導通可能となるようなゲート電圧を印加する。これにより、検知対象パワー素
子はオンする。
【００６９】
　ステップＳ１０５では、ゲート電圧調整部２３は、電流検出部２２が検出した電流に基
づいて、検知対象パワー素子が設けられた相及びアームとは異なる相及びアームに設けら
れたゲート電圧調整対象パワー素子に印加されるゲート電圧を調整する。これにより、検
知対象パワー素子には、直流電力が蓄積されたコンデンサ１３を供給源とした定電流が流
れるようになる。
【００７０】
　次いで、ステップＳ１０６において、電圧検出部３１は、検知対象パワー素子のコレク
タ－エミッタ間の電圧を検出する。検出された値は記憶部３２へ送られる。
【００７１】
　ステップＳ１０７では、記憶部３２は、電圧検出部３１が検出した検知対象パワー素子
のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態を記憶する。
【００７２】
　続くステップＳ１０８では、判定部３３は、記憶部３２に記憶された電圧検出部３１が
検出した検知対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態と、初期情報とし
て記憶された検知対象パワー素子のコレクタ－エミッタ間の電圧の変化状態とを比較し、
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比較の結果得られた相違量が、閾値を超えたか否かを判定する。
【００７３】
　ステップＳ１０８におい相違量が閾値を超えたと判定された場合、判定部３３は、検知
対象パワー素子に異常が発生したと判定する（ステップＳ１０９）。
【００７４】
　ステップＳ１０８におい相違量が閾値を超えたと判定されなかった場合、判定部３３は
、検知対象パワー素子は正常したと判定する（ステップＳ１１０）。
【００７５】
　ステップＳ１０９及びステップＳ１１０で得られた判定結果は、モータ駆動装置１のユ
ーザに報知される。
【符号の説明】
【００７６】
　１　　モータ駆動装置
　２　　モータ
　３　　交流電源
　１１　　順変換器
　１２　　逆変換器
　１３　　コンデンサ
　１４　　遮断回路
　１５　　定電流制御部
　１６　　異常検知部
　１７　　モータ制御部
　１８　　速度検出部
　２１　　遮断指令部
　２２　　電流検出部
　２３　　ゲート電圧調整部
　３１　　電圧検出部
　３２　　記憶部
　３３　　判定部
　ＳＷRU、ＳＷRL、ＳＷSU、ＳＷSL、ＳＷTU、ＳＷTL　　パワー素子
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